
第 3号⑧

殿

ー
ー
シ
f
lノ

事

長

長

知

市

市

県

市

7

府

都

H

道

定

核

都

指

中

f
l
j〈
l
l
L

各

「自支支援医療費の支給認定について」のー部改正について

障害者自立支援法(平成 17年法律第 123号)に基づく自立交援医療につ

いては、「自立支援医療費の支給認定についてJ (平成 18年 3月 3日障発第03

03002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)により実施されてい

るところであるが、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害者保健福

祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成 24年法律第 51号)

により、障害者自立支援法(平成 17年法律第 123号)が改正され、法律の

名称を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改める

とともに、併せて同法に基づく政省令等が改正され、平成 25年 4月 1日施行

されること等に伴い、JjIJ添のとおり当該通知の一部を改正したので、貴管内市

町村をl含め関係者及び関係団体に対す石周知方につきご配慮願いたい。

、、



別添 新旧対照表

改 正後

別紙 1

自立支援医療費支給認定通則実施要綱

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法

律第 123号四以下「法lというn) 第58条第 1項に基づく自立支援医療費の

支給認定(以下「支給認定」という。)の事務手続については、法令の定めると

ころによるものであるが、本要綱を参照しつつ支給認定の適正な実施を図られた

第 1 定義

1 障害者又は障害児の保護者を「障害者等Iというの

改正前

別花氏1

自立支援医療費支給認定通則実施要綱

法第58条第 l項に基づく自立支援医療費の支給認定(以下「支給認定」とい

う。)の事務手続については、法令の定めるところによるものであるが、本要綱

を参照しつつ支給認定の適正な実施を図られたい。

第 1 定義

え指定自立支援医療2盤盆を受ける臨害者又は障害児を「受診者Jという。| よ

立 自立支援医療費の支給を受ける墜室主笠を「受給者」という。 I主

主 自立支援医療費の支給認定2申請室笠主主とする者茎些盆2主主を「申請| 立

指定自立支援医療を室墜i三受ける主を「受診者」という。

自立支援医療費の支給を受ける章を「受給者」という。

自立支援医療費の支給認定之申請主よ主とする者を「申請者Jという。

者j という。

互住民系本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づ〈住民基本台帳上の世

帯を f世帯j という。

6 申請者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総企的に支援するための法

律施行令[平成 18年政令第 10号。以下「令lという。)第29条第1項

に規定する支給認定基準世帯員で構成する世帯(自立支援医療費の支給に際

し支給認定に用いる世帯Lを rr世帯JJ という。

第2 所得区分

自立支援医療費2茎盆翠乏については、法第58条第3項の規定により、自

己負担について受診者の属する「世帯Jの収入や受給者の収入に応じ区分(以

下「所得区分Jという。)を設けて認定することとし、所得区分ごとに負担上

限月額(令第35条第 1項に規定する負担上限月額をいう。以下回じ。)を設

けることとする。

1 (略)

2 1の所得区分のうち④中間所得層については、受診者が令第 35条第 1項

第1号に規定する高額治療継続者」弘王「重度かつ継続Jキヒ土。)に該当

4 住民基本台帳上の世帯を「世帯」という。

E. 自立支援医療費の支給に際し支給認定に用いる世帯を rr世帯JJ という。

第2 所得区分

自立支援医療費については、法第 58条第 3項の規定により、自己負担につ

いて受診者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じ区分(以下「所得区

分j という。)を設け、所得区分ごとに負担上限月額(障害者自立支援法施行

主i込ヱi令Lよと.2.....L第35条第1項に規定する負担上限月額をいう。以

下同じ。)を設けることとする。

1 (略)

2 1の所得区分のうち④中間所得層については、受診者が高額治療継続渚(令

第 35条第 1 項第 1 号に規定する高額治療継続者をいう~わゆる「重度か



する場合には、次のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負担上限月額を

設ける。

④'中間所得層 1 負担上限月額 5， 000円

④"中間所得層2 負担上限月額10，000円

3 1の所得区分のうち④中間所得層に2ど主且ι 受診者が震度かっ継続に該

当しない場合であって、育成医療を受けるよ主には、平成27年3月31日

までの簡は、次のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負担上限月額を設

ける。

④'中間所得層(育成医療) 1 負担上限月額 5， 000円

④"中間所得層(育成医療) II 負担上限月額 10，000円

4 1の所得区分のうち⑤一定所得以上については、受診者が重度全2盤盤に

該当する場合には、平成27年3月31日までの聞は、自立支援医療費の支

給対象とし、次のとおり別途所得区分及び負担上限月額を設ける。

⑤'一定所得以上(重度かつ継続) 負担上限月額20，000円

5 1の所得区分のうち①生活保護の対象は、受診者の属する世帯が生活保護

法(昭和 25年法律第 144号)による生活保護受給世帯(以下「生活保護

世帯Jという。)差」三旦中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第 30号)による支援給付受給

世帯(以下「支援給付世帯Jという。)である場合又は生活保護法による要

保護世帯若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律による要支援世帯であって、@低開等1の負担上限額を

滴用としたならば保誇文は支援を必要とする状態となる世帯である場合とす

る。

6 1の所得区分のうち②低所得lの対象は、受診者の属する「世帯」が市町

村民税世帯非課税世帯(注 1)であって、受給者に係る次に掲げる収入の合

計金額が 80万円以下である場合であって、かっ、所得区分が①生活保護の

対象ではない場合であるものとする。

-地方税法上の合計所得金額(注2)

(合計所得金額がマイナスとなる者については、 0とみなして計算する)

・所得税法上の公的年金等の収入金額(注3)

・その他厚生労働省令で定める給付(注4)

(注 1) r市町村民税世帯非課税世帯」とは、受診者の属する「世帯」

の世帯員(世帯員の具体的な範囲は、杢裏組第5の1による。)

が自立支援医療を受ける日の属する年度(自立支援医療を受け

つ継続j。込ヱ旦1:-.ょに該当する場合には、次のとおり別途所得区分を設け、

それぞれの負担上限月額を設ける。

④'中間所得層 1 負担上酬額 5， 000円

④"中間所得層 2 負担上限月額 10，000円

3 1の所得区分のうち④中間所得層に量当主主L受診者であって高額治療継続

盆に該当しなし、主主i育成医療を受ける量全には、平成27年3月31日まで

の問は、次のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負担上限月額を設ける。

④'中間所得層(育成医療) 1 負担上限月額 5， 000円

④"中間所得層(育成医療) II 負担上限月額 10，000円

4 1の所得区分のうち⑤一定所得以上については、受診者が「高額治療継続

主ιに該当する場合には、平成27年3月31日までの間は、自立支援医療

費の支給対象とし、次のとおり別途所得区分及び負担上限月額を設ける。

⑤'一定所得以上(重度かっ継続) 負担上限月額20，000円

5 1の所得区分のうち①生活保護の対象は、受診者の属する世帯が生活保護

法(昭和 25年法律第 144号)による生活保護受給世帯(以下「生活保護

世帯」という。)茎良中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律(平成6年法律第 30号)による支援給付受給世帯

(以下「支援給付世帯」という。)である場合主盈豆主豆とする。

6 1の所得区分のうち②低所得1の対象は、受診者の属する「世帯」が市町

村民税世帯非課税世帯(注1)であって、受給者に係る次に掲げる収入の合

計金額が 80万円以下である場合であって、かっ、所得区分が①生活保護の

対象ではない場合であるものとする。

・地方税法上の合計所得金額(注2)

(合計所得金額がマイナスとなる者については、 0とみなして計算する)

・所得税法上の公的年金等の収入金額(注3)

-その他厚生労働省令で定める給付(注4)

(注 1) r市町村民税世帯非課税世帯」とは、受診者の属する「世帯」

の世帯員(世帯員の具体的な範囲は、第5の1による。)が自

立支援医療を受ける日の属する年度(自立支援医療を受ける日
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9 略)

る日の属する月が4月から 6月で、ある場合にあっては、前年度)

分の地方税法(昭和 25年法律第226号)の規定による市町

村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第

328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が

課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該

市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日におい

て同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をい

つ。

1: 2)・(注3) (略)

1: 4) rその他厚生労働省令で定める給付」とは、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律路行規A!(以下「施

行規則」という。)第 54条各号に掲げる各給付の合計金額を

いう。

得区分のうち③低所得2の対象は、受診者の属する「世帯」が市町

帯非課税世帯(均等割及び所得割双方が非課税)である場合であっ

、所得区分が①生活保護及び②低所得1の対象ではない場合である

る。

得区分のうち④中間所得層の対象となるのは、受診者の属する「世

する者の市町村民税額(所得割)の合計が 23万5千円未満の場合

、かっ、所得区分が①生活保護、②低所得1及び③低所得2の対象

場合であるものとするロ

!]庁得割」を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する

法律{平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地

方税法第292条第1項第B号に規定する扶養親族 w歳未l

満の者に限る....J区下「扶養親族」とい2....2.2及び同法第311

4条の2第1彊第 11号に規定する特定扶養親族 w歳未満

の者にmる._J弘下「特定扶養親族!とい2....2.2があるときは当

同量に規定する額{扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係

るもの〔扶養親族に係る額に相当するものを除くJに限る斗

に同法第 314条の3第1項に規定する開唱の税率を乗じて

得た額を控除主るものとする霊

1 0 
層の

2の所得区分のうち④'中間所得層 1の対象となるのは、④中間所得

対象のうち、受診者が重度かっ継続に該当し、かっ、受診者の属する「世

の属する月が4月から 6月で、ある場合にあっては、前年度)分

の地方税法(昭和 25年法律第226号)の規定による市町村

民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第3

28条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課

されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市

町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において

同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。

(注2)・(注3) (略)

(注4)rその他厚生労働省令で定める給付」とは、障害者自立支援法

盤立墨A!(以下「施行規則Jという。)第 54条各号に掲げる

各給付の合計金額をいう。

7 1の所得区分のうち③低所得2の対象は、受診者の属する「世帯Jが市町

村民税世帯非課税世帯(均等割及び所得割双方の非課税)である場合であっ

て、かつ、所得区分が①生活保護及び②低所得1の対象ではない場合である

ものとする。

8 1の所得区分のうち④中間所得層の対象となるのは、受診者の属する「世

帯j に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が 23万5千円未満の場合

であって、かっ、所得区分が①生活保護、②低所得1及び③低所得2の対象

ではない場合であるものとする。

9 (略)

10 2の所得区分のうち④'中間所得層 1の対象となるのは、③中間所得

層の対象のうち、受診者が「高額治療継続者j に該当し、かつ、受診者の属



帯」に属する者の市町村民税額(所得害11)の合計が 3万3千円未満である場

合であるものとする。

1 1 2の所得区分のうち④"中間所得層 2の対象となるのは、④中間所得

層の対象のうち、受診者が重産主'"0盤盤に該当し、かつ、受診者の属する「世

帯」に属する者の市町村民税額(所得害11)の合計が 3万3千円以上23万5

千円未満の場合であるものとする。

1 2 3の所得区分のうち④'中間所得層(育成医療) 1の対象となるのは、

④中間所ネ明言の対象のうち、育成医療に係る申請であり、かっ、受診者の属

する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が3万3千円未満

である場合であるものとする。

133の所得区分のうち④"中間所得層(育成医療) IIの対象となるのは、

@中間所得層の対象のうち、育成医療に係る申請であり、かっ、受診者の属

する「世帯j に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が3万3千円以上

23万5千円未満の場合であるものとする。

148から 13までにおいて、市町村民税額(所得割)の合計を判断する場

合には、杢室組第 5の1に基づくこととなる。

1 5 ⑤'一定所得以上(重度かつ継続)の対象となるのは、⑤一定所得以

上の対象のうち、受診者が墓産主'"0盤盤に該当する場合であるものとする。

第 3 r世帯J

1 r世帯」については、受診者の属する世帯の世帯員のうち、 Bの②ζ量立

る特例に該当する場合を除き受診者と同じ医療保険に加入する匙萱昼をもっ

て、生計をーにする「世帯Jとして取り扱うこととする。

2 家族の実際の居住形態丞立税制面での取扱いにかかわらず、 8の②与量立

る特例に該当する場合を除き医療保険の加入関係が異なる場合には別の「世

帯」として取り扱う。

3 申請者から申誇を受けた場合には、自立支援医療費支給認定申請書(別紙

様式第 1号。以下「申請書」という。)の他、受給者の氏名が盤盤監査杢ム

文は被挨義者として記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など1
全墾医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)の写

し」注1.Lを提出させるものとする」主主ムあわせて、受診者の属する「世

帯」に属する他の者の氏名が記載された被保険者証等の写しを提出させるも

のとする。

する「世帯Jに属する者の市町村民税額(所得割)の合計が 3万3千円未満

である場合であるものとする。

1 1 2の所得区分のうち④"中間所得層 2の対象となるのは、④中間所得

層の対象のうち、受診者が「高額治療継糠者1に該当し、かっ、受診者の属

する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が 3万3千円以上

23万5千円未満の場合であるものとする。

123の所得区分のうち④'中間所得層(育成医療) 1の対象となるのは、

④中間所得層の対象のうち、乏登主主i育成医療主乏丘、かっ、受診者の属す

る「世帯」に属する者の市町村氏税額(所得割)の合計が 3万3千円未満で

ある場合であるものとする。

133の所得区分のうち④"中間所得層(育成医療) IIの対象となるのは、

④中間所得層の対象のうち、重量主主i育成医療室塁立、かっ、受診者の属す

る「世帯」に属する者の市町村民税額句庁得割)の合計が 3万3千円以上2

3万5千円未満の場合であるものとする。

148から 13までにおいて、市町村民税額(所得割)の合計を判断する場

合には、第5の1に基づくこととなる。

1 5 ⑤'一定所得以上(重度かつ継続)の対象となるのは、⑤一定所得以

上の対象のうち、受診者が「高額治療継続者j に該当する場合であるものと

する。

第 3 r世帯J

1 r世帯Jについては、 8の②を除き受診者と同じ医療保険に加入する者を

もって、生計をーにする「世帯」として取り扱うこととする。

2 家族の実際の居住形態にかかわらず、また、税制面での取扱いにかかわら

ず、 8の②を除き医療保険の加入関係が異なる場合には別の「世帯」として

取り扱う。

3 申請者から申請を受けた場合には、自立支援医療費支給認定申請書(別紙

様式第 1号。以下「申請書」という。)の他、受給者の氏名が記載斗盤盤墜

者本人として記載文は被扶養者として記載)されている被保険者証・被扶養

者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」

という。)の写し{受診者が 18歳未満である場合は受給者の卒、のに加えて

受診者の氏名が記載されている被保険者在等の写し私同時に)を提出させる

ものとする(カード却の被保険者証等については、その券面の写しが該当内



(注1)受診者が 18歳未満である場合は受給者の恥のに加えて受診者の

氏名が艶裁されている被保険者註等の写し私併せて提出させるもの

主主歪L

(注2)カード型の被保険者在等については、その券面の写しが該当n 以

王旦♀.._
4 受診者が国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者である場合につ

いては、申請者の提示した被保険者証等の写しが「世帯」全員のものかどう

か笠盤蓋主、申請者に住民票を提出させる、職権で調査する等の方法によっ

て行うよよよ主ゑ。

5 r世帯Jに属する受診者を除く世帯員の氏名が記載された被保険者証等の

写しについても提出させること"その際、被保険者証等の形式や加入してい

る医療保険によって、杢重量豊第51三室生ゑ所得区分の認定に際して対象とな

る盆登且の範囲が異なることに留意すること。

6 r市町村氏税世帯非課税世帯」への該当の有無の判断や市町村民税額(所

得割)の「世帯」における合計額2筆主については、受診者の属する「世帯」

の世帯員が自立支援医療を受ける日の属する年度(自立支援医療を受ける日

の属する月が4月から 6月である場合にあっては、前年度)の課税状況を基

準とすることが基本となるL主主」自立支援医療を受ける日の属する月が4

月から 6月である場合であって、 7月以降も支給認定の有効期聞が継続主ゑ

ときには、 7月に「市町村民税世帯非課税世帯lへの該当の有無の判断や市

町村民税額(所得割)の『世帯Iにおける合計額の算定について再確認を行

うこと主必ずしも要さない。ただし、個別の判断によって再確認を行うこと

は妨げない。

7 墜室主笠が精神通院医療に係る自立支援医療養の支給を受ける場合には、

申請者i三市町村に対レて申請書とともに添付資料を提出主主ゑ主主主主、市

町村は当量豊重量を確認の上、都道府県に進達するこ土在する"また、当該

進達を受けた都道府県が資料を再確認の上、当該申請者に係る支給認定主立

主よよょする。

8 r世帯」の範囲の特例

① 受診者と同一の「世帯j に属する親、兄弟、子ども笠がいる場合であっ

ても、その親、兄弟、子ども笠が、税制と医療保険のいずれにおいても障

害者を扶養しないこととしたときは、申請者の申請に基づき、特例として、

込王IlfJC斗。あわせて、受診者の属する「世帯j に属する他の者の氏名が記

載された被保険者証等の写しを提出させるものとする。

4 受診者が国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者である場合につ

いては、申請者の提示した被保険者証等の写しが「世帯」全員のものかどう

か主2主、申請者に住民票を提出させる、職権で調査する等の方法によって

盗藍主行う。

5 r世帯」に属する飽(7)~主の氏名が記載された被保険者証等の写しについて

且、被保険者証等の形式や加入している医療保険によって、第5(7)主主主所

得区分の認定に際して対象となる主の範囲が異なることから、提出する必要

のある範囲が異なることとなる点に留意すること。

日 「市町村民税世帯非課税世帯」や市町村民税額(所得害1])の「世帯」にお

ける合計額については、受診者の属する「世帯Jの世帯員(世帯員の具体的

な範囲は第5の1による")が自立支援医療を受ける日の属する年度(自立

支援医療を受ける日の属する月が4月から 6月である場合にあっては、前年

度)の課税状況を基準とムエ盟監することが基本となる益、自立支援医療を

受ける日の属する月が4月から 6月である場合であって、 7月以降も継続;[..，

て自立支援医療を受けるとととなっているときには、これらに該当するかど

主主当三2主7月に再確認を行うこと註必ずしも要さない。ただし、個別の判

断によって再確認lを行うことは妨げない。

7 霊登主が精神通院医療を受ける場合には、申請者且市町村に対して申請書

とともに添付資料を提出主ゑ(7)<!、市町村はよ主主を確認の上、都道府県に進

達』当該進達を受けた都道府県が資料を再確認の上、認定する。

8 r世帯Jの範囲の特例

① 受診者と同ーの「世帯Jに属する親、兄弟、子どもがいる場合であって

も、その親、兄弟、子どもが、税制と医療保険のいずれにおいても障害者

を扶養しないこととしたときは、原則からいえば問一「世帯|であっても



受診者及びその配偶者を当該親、兄弟、子!-!も等とは別の「世帯」に属す

るものとみなす取扱いを行うことを選択できるものとする。

この特例は、旦重差及びその配偶者は市町村民税非課税である一方、

これ以外企同ーの世帯に属する主査星が市町村民税課税である場合i三
のみ蓋生豆三よとする。

この特例ζ鍾ゑ申請があった場合には、申請書の他、草萱里重主及

びその配偶者が扶養関係に基づく税制上及び医療保険上の各種控除

(以下「扶養控除」という。)の対象となっていなし、かどうかを確認

するため、同一世帯に属する者の市町村民税に係る税情報の記載され

た適宜の書面又は書面の写し及び被保険者証の写しの提出を求め、そ

の内容を確認するものとする。

なお、ある年度において扶養関係にあったものの、当該年度の途中

で生計を別にしたような場合主主ヱエ、次年度の税申告時から扶養控

除の対象から外れることとなる者については、霊盆重から、その旨の

確認を誓約書等適宜の方法によヮて得ることにより、乏盆歪丞立主(f)

院偶者を他の世帯昌~別の「世帯」とみなす取扱いができるものとする。

② ( 略 )

9 加入している医療保険が変更となった場合など「世帯Jの状況が変化した

場合l士、新たな被保険者証の写し等必要な書面を添付の上、霊盆主主速やか

に変更の届出をさせるものとする。なお、「世帯」の状況の変化に伴い支給

認定の変更が必要となった場合には、別途、支給認定の変更の申請が必要と

なる点に留意すること。

第4 r世帯」の所得の認定

1 r世帯」の所得は、申請者の申請に基づき認、定するものとする。

2 申詩2墜(f)徒出資料や申請者からの聞き取りから、所得が一切確認できな

ければ、原則として所得区分を⑤一定所得以上として取り扱うこととする。

また、市町村民税額(所得割)が 23万5千円未満であることについての

み確認できた場合は、所得区分を④中間所得層として取り扱うこととし、杢

室組第2の2に該当する場合は所得区分を④"中間所得層 2と、杢霊鍾第2

の3に該当する場合は所得区分を④"中間所得層(育成医療) IIとして取り

扱うこととする。

さらに、市町村民税非課税であることについてのみ確認できた場合には、

所得区分を③低所得2として取扱うこととする。

特例として、受診者及びその配偶者を別の「世帯」に属するものとみなす

取扱いを行うことを、受給者の申請に基づき選択できるものとする。

この特例を認め得る場合は、霊登孟及びその配偶者は市町村民税非

課税である一方、これ以外ζ同ーの」世帯uこ属する主が市町村民税

課税である場合のみとする。

この特例を室生ゑよ之申請があった場合には、申請書の他、呈登主

及びその配偶者が扶養関係に基づく各種控除(以下「扶養控除」とい

う。)の対象となっていないかどうかを確認するため、同一」世帯ι
に属する者の市町村民税に係る税情報の記載された適宜の書面又は書

面の写し及び被保険者証の写しの提出を求め、その内容を確認するも

のとする。

なお、ある年度において扶養関係にあったものの、当該年度の途中

で生計を別にしたような場合は、税の申告が年1回であることから、

次年度の税申告時から扶養控除の対象から外れることとなる者につい

ては、杢ムから、その旨の確認を誓約書等適宜の方法によって得るこ

とにより、別の「世帯」とみなす取扱いができるものとする。

② ( 賂 )

9 加入している医療保険が変更となった場合など「世帯」の状況が変化した

場合は、新たな被保険者証の写し等必要な書面を添付の上、速やかに変更の

届出をさせるものとする。なお、「世帯」の状況の変化に伴い支給認定の変

更が必要となった場合には、別途、支給認定の変更の申請が必要となる点に

留意すること。

第4 r世帯」の所得の認定

1 r世帯」の所得は、申請者の申請に基づき認定するものとする。

2 申請があった左しでも、提出資料や申請者からの聞き取りから、所得が一

切確認できなければ、原則として所得区分を⑤一定所得以上として取り扱う

こととする。

また、市町村民税額(所得割)が 23万5千円未満であることについての

み確認できた場合は、所得区分を④中間所得層として取り扱うこととし、第

2の2に該当する場合は所得区分を④"中間所得層2と、第2の3に該当す

る場合は所得区分を④"中間所得層(育成医療)IIとして取り扱うこととする。

さらに、市町村民税非課税であることについてのみ確認できた場合には、

所得区分を@低所得 2として取扱うこととする。



3 r世帯jの所得の確認は、各医療保険制度の保険料の算定対象となっていI3 r世帯」の所得の確認は、各医療保険制度の保険料の算定対象となってい

る者の所得を確認するものとする。 I る者の所得を確認するものとする。

第5 r世帯」の所得区分の認定 |第5 r世帯Jの所得区分の認定

1 r世帯」の所得区分は、受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険制度I1 r世帯Jの開号区分は、受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険制度

で保険料の算定対象となっている者(例えば、健康保険など被用者保険では| で保険料の算定対象となっている者(例えば、健康保険など被用者保険では

被保険者本人、国民健康保険又は後期高齢者医療制度では被保険者全員)に! 被保険者本人、国民健康保険又は後期高齢者医療制度では被保険者会員)に

係る市町村民税の課税状況等を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき割 問市町村民税の課税状況等を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定

ム認定盟主ものとする。盤、各医療保険制度における自己負担の減額| 誌ものとする。草、各医療保険制度における自己負担の減額証期こ基づ

証等に基づいて市町村民税が非課税であることを認定しても差し支えない。| いて市町村民税が非課税であることを認定しても差し支えない。

主主、所得区分が②低所得1に該当するかどうかを判断する場合には、錐| 盤、所得闘が②低所得 1に該当するかどうかを判断する場合には、申

せて申誇者の障害年金等、特別児童扶養手当等の受給状況を示す公的機関発| 請者の障害年金等、特別居童扶養手当等の受給状況を示す公的機関発行の適

行の適宜の資料に基づき、申請者の収入を算定し認定するものとする。 I 宜の資料に基づき認定するものとする。

2 法第 12条に基づき、認定に際し必要な事項につき調査を行うことが可能I2 法第 12条に基づき、認定に際し必要な事項につき調査を行うことが可能

であるが、加えて申請の際に税情報や手当の受給状況等に係る調査について| であるが、申請の際に税情報や手当の受給状況等に係る調査についての同意

の同意を書宗五るような取扱い等を行うこと主差し支えない。 I を書面で得るような聴し略的うこと邑差し支えない。

なお、この同意l明則受儲から得るものとするが、これが困難な場合は、| 側、この聞は原則受儲から得るものとするが、これが困難な場合は、

鐘週三自らの身分析す適宜の舗を提出させた上で、謹保護者等か| 自らの身分を示す適宜の舗を提出させた上で、保護者等から同意を得ても

ら同意を得てもよいこととする。 I よいこととする。

3 受診者が精神道院医療を受ける場合には、申請者主市町村に対して申請書I3 受診者が精神通院医療を受ける場合には、申請者且市町村に対して申請書

とともに添付資料を提出させるこ~~し、市町村はこれを確認の上、都道府! とともに添付資料を提出主ゑ2豆、市町村はこれを確認の上、都道府県に進

県に進達することとするa また、当該進達を受けた都道府県邑資料を再確認| 達、当該進達を受けた都道府県益資料を再確認の上、認定する。

の上、認定主主主主よょする。

4 (略) I 4 (賂)

第6 支給認定の変更

1 受給者が支給認定の変更の申請を行うときには、申請書に必要事項を記載

し、変更の生じた理由を証する書類、自立支援医療受給者証(別紙様式第 2

号。以下「受給者証j という。)を添えて提出させることとする。

なお、申請書及び受給者証の記載事項の変更のうち、負担上限月額(所得

区分及び茎星主'"'?盤盤の該当・非該当の変更によるもの)及び指定自立支援

医療機関2室亙以外の変更については、自立支援医療受給者証等記載事項変

更届(別紙様式第3号)をもって届出させることとする。

2 受診者が精神通院医療を受けている場合には、申請者は市町村に対して申

第6 支給認定の変更

1 受給者が支給認定の変更の申請を行うときには、申請書に必要事項を記載

し、変更の生じた理由を証する書類、自立支援医療受給者証(別紙様式第2

号。以下「受給者証」という。)を添えて提出させることとする。

なお、申請書及び受給者証の記載事項の変更のうち、負担上限月額(所得

区分及び高額治療継続者の該当・非該当)及び指定自立支援医療機関以外の

変更については、自主支援医療受給者証等記載事項変更届(別紙様式第 3号)

をもって届出させることとする。

2 受診者が精神通院医療を受けている場合には、申請者は市町村に対して申



請書とともに添付資料を提出させることとし、市町村はこれを確認の上、都

道府県に進達するこ kとするa また、当該進達を受けた都道府県些資料を再

確認の上、認定するiよよ主主。

3 所得区分の変更の必要があると判断した場合は、変更の認定を行った日の

属する月の翌月の初日から新たな所得区分に変更するものとし、新たな所得

区分と負担上限月額を記載した受給者証を交付するよよよ主ゑ。また、必要

に応じ自己負担上限額管理票(別紙様式第4号。以下「管理票」という。)

を交付するよよ。主主」所得区分の変更の必要がないと判断した場合は、変

更認定を行わない旨の通知書(別紙様式第5号)を申請者に交付することよ

主益。

4 指定自立支援医療機関の変更の必要があると判断した場合は、変更2霊室
主主ヱ主日以降より新たな医療機関に変更するものとし、新たな指定自立支

援医療機関を記載した受給者証を交付する。主主」指定自立支援医療機関の

変更の必要がないと判断した場合は、変更認定を行わない旨の通知書を申請

者に交付すること。

誇書とともに添付資料を提出主ゑ(J)""c:、市町村はこれを確認の上、都道府県

に進達、当該進達を受けた都道府県益資料を再確認の上、認定する。

3 $童主主!:L所得区分の変更の必要があると判断した場合は、変更主ゑよえ

よ主塗産主主日の属する月の翌月の初日から新たな所得区分に変更するもの

とし、新たな所得区分と負担上限月額を記載した受給者証を交付する。また、

必要に応じ自己負担上限額管理票(別紙様式第4号。以下「管理票」という。)

を交付する。所得区分の変更の必要がないと判断した場合は、変更認定を行

わない旨の通知書 (jjlj紙様式第5号)を申請者に交付すること。

4 $重主乏丘三旨定自立支援医療機関の変更の必要があると判断した場合は、

変更することを決定した日以降より新たな医療機関に変更するものとし、新

たな指定自立支援医療機関を記載した受給者証を交付する。指定自立支援医

療機関の変更の必要がないと判断した場合は、変更認定を行わない旨の通知

書を申請者に交付すること。

第7 負担上限月額管理の取扱い |第7 負担上限月額管理の取扱い

1 自立支援医療において負担上限月額が設定された者については、管理票をI1 自立支援医療において負担上限月額が設定された者については、管理票を

交付すること。 I 交付する。

2 管理票の交付を受けた受給者は、指定自立支援医療機関で指定自立支援医I2 管理票の交付を受けた受給者は、指定自立支援医療機関で指定自立支援医

療を受ける際に受給者証とともに管理票を医療機関に提示するよよ。 I 療を受ける際に受給者証とともに管理栗を医療機関に提示する。

3 管理票を提示された指定自立支援医療機関は、受給者から自己負担を徴収I3 管理票を提示された指定自立支援医療機関は、受給者から自己負担を徴収

した際に、徴収した自己負担額及び当月中にその受給者が指定自立支援医療| した際に、徴収した自己負担額及び当月中にその受給者が指定自立支援医療

について、支払った自己負担の累積額を管理票に記載する。当該月の自己負| について、支払った自己負担の累積額を管理粟に記載する。当該月の自己負

担の累積額が負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載| 担の累積額が負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載

するよよ。 I する。

4 受給者から、当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した旨の記載I4 受給者から、当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した旨の記載

のある管理票の提出を受けた指定自立支援医療機関は、当該月において自己| のある管理票の提出を受けた指定自立支援医療機関は、当該月において自己

負担を徴収しないものとする。 I 負担を徴収しないものとする。

第B 医療の種類と負担上限月額、食事療養費及び生活療養費 |第B 医療の種類と負担上限月額、食事療養費及び生活療養費

1 自立支援医療の負担上限月額は、令第 l条に規定される自立支援医療の種I1 自立支援医療の負担上限月額は、令第l条に規定される自立支援医療の種

類(育成医療、更生医療又は精神通院医療)ごとに設定されるものである。| 類(育成医療、更生医療又は精神通院医療)ごとに設定されるものである。

例えば、同一の受診者が育成医療又は更生医療と精神通院医療とを同一月に| 例えば、同一の受診者が育成医療文は更生医療と精神通院医療とを同一月に



受けた場合については、それぞれの種類ごとに負担上限月額が適用され、異

なる種類聞では合算を行わない。

2 所得区分が④中間所得層である育成医療又は更生医療の受給者が複数の疾

病に関して支給認定を受けた場合において、重墨色2盤童置に該当する疾病等

に係る認定を含む時は、当該複数疾病の全てについての自立支援医療に係る

自己負担鍾の合計額について、重昼主''?盆涯に係る負担上限月額を適用する。

3・4 (賂)

受けた場合については、それぞれの種類ごとに負担上限月額が適用され、異

なる種類関では合算を行わない。

2 所得区分が@中間所得層である育成医療又は更生医療の受給者が複数の疾

病に関して支給認定を受けた場合において、高額治療継続者に該当する疾病

等に係る認定を含む時は、当該複数疾病に係る育成医療又は更生医療の自己

負担の合計額について、高額治療継続者に係る負担上限月額を適用する。

3 . 4 (賂)

第9 未申告者の取扱い |第9 未申告者の取扱い

1 非課税であることから盤箆lよ企申告主しておらず、課税・非課税の確認がI1 非課税であることから申告しておらず、課税・非課税の確認がとれない者

とれない者については、原則として、申告した上で非課税の証明書を取得す| については、原則として、申告した上で非課税の証明書を取得するよう求め、

るよう求め、その証明書を提出させるものとする。 I その証明書を提出させるものとする。

なお、非課税であることが確認できなければ、所得区分を⑤一定所得以上! なお、非課税であることが確認できなければ、所得区分を⑤一定所得以上

として取り扱うよよ。主主、この場合においては、杢重量E第2の4の適用は

ないものとする。

2 ただし、精神通院医療については、障害者自立支援法制定以前の制度では

所得確認がなかったことなどを勘案し、当分の問、申請者が、非課税である

ことを示す資料が添付されていないにも関わらず非課税であることを申し述

べた場合には、例外的に、次のように取り扱うものとする。

申請者から申請書等の提出を受けた市町村は、非課税であるとみな

すことができるかどうかの意見を付して、都道府県に関係資料を送付

する。

都道府県は、市町村からの意見を参考に、非課税とみなしてよいと

判断すれば、非課税とみなすことができる。

3 (略)

として取り扱う。主主、この場合においては、第2の4の適用はないものと

する。

2 ただし、精神通院医療については、盆麗の制度では所得確認がなかったこ

となどを勘案し、当分の問、申請者が、非課税であることを示す資料が添付

されていないにも関わらず非課税であることを申し述べた場合には、例外的

に、次のように取り扱うものとする。

申請者から申請書等の提出を受けた市町村は、非課税であるとみなす

ことができるかどうかの意見を付して、都道府県に関係資料を送付する。

. 都道府県は、市町村からの意見を参考に、非課税とみなしてよいと判

断すれば、非課税とみなすことができる。

3 (賂)

第 10 医療保険未加入者の取扱い |第 10 医療保険未加入者の取扱い

1 自立支援医療費の申請の審査の段階で加入医療保険の把握を行い、盤星章I1 自立支援医療費の申請の審査の段階で加入医療保険の把握を行い、担ム呈

保険の加入者又は後期高齢者医療制度の被保険者どなる場合や、生活保謹世| 続を行っていない場合には、受診者又は保護者に対して手続を促すとともに、

帯の医療扶助文は支援給付世帯の医療支援給付の対象となっている場合を除| 被用者保険の加入者叉は後期高齢者医療制度の被保険者となる場合や、生清

き、加入手続を行っていない場合には、申請者に対して手続を促すとともに、 l 保護世帯の医療扶助又は支援給付世帯の医療支援給付の対象となっている場

市町村の国民健康保険主管課に連絡し、国民健康保険の加入手続が行われる| 企主盤主』市町村の国民健康保険主管課に連絡し、国民健康保険の加入手続

ようにすること。 I が行われるようにすること。

2 受給者がその有効期間内に加入医療保険の資格を喪失した場合は、被用者I2 自立支援医療費の受給者がその有効期間内に加入医療保険の資格を喪失し



保険の加入者となり得る場合や生活保護世帯又は支援給付世帯となり得る場

合を除き、速やかに市町村の国民健康保険主管課に連絡し、国民健康保険の

加入手続が行われるようにすること。

3 (略)

4 1及び2にかかわらず、申請者が正当な理由がなく医療保険の加入手続を

行わない場合については、「世帯」の範囲及び所得の確認ができないことか

ら、所得区分は⑤一定所得以上として取り扱うこと。なお、この場合におい

ては、杢室組第2の4の適用はないものとする。

第 11 (略)

た場合は、被用者保険の加入者となり得る場合や生活保護世帯又は支援給付

世帯となり得る場合を除き、速やかに市町村の国民健康保険主管課に連絡し、

国民健康保険の加入手続が行われるようにすること。

3 (略)

4 1及び2にかかわらず、申誇者が正当な理由がなく医療保険の加入手続を

行わない場合については、「世帯j の範囲及び所得の確認ができないことか

ら、所得区分は⑤一定所得以上として取り扱うこと。なお、この場合におい

ては、第2の4の適用はないものとする。

第 11 (略)

第 12 指定自立支援医療機関 |第 12 指定自立支援医療機関

都道府県知事は、法第59条第l項で定めるところにより」指定を行った| 都道府県知事は、法第 59条第1項で定めるところにより指定を行った指定

指定自立支援医療機関についての一覧を自立支援医療の種類ごとに作成する| 自立支援医療機関についての一覧を自立支援医療の種類ごとに作成する。

こと。 I また、指定自立支援医療機関に異動(新規指定や廃止等)のあった場合に

また、指定自立支援医療機関に異動(新規指定や廃止等)のあった場合に| は、異動のあった指定自立支援医療機関の一覧を、各月ごとに社会保険診療

は、異動のあった指定自立支援医療機関の一覧を、各月ごとに社会保険診療| 報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に送付する。

報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に送付するよよ。

第 13 医療保険各法等との関連事項 |第 13 医療保険各法等との関連事項

他法に基づく給付が行われる医療との関係については、令第2条に規定さ| 他法に基づく給付が行われる医療との関係については、令第2条に規定され

れているとおりであること。したがって、結果的に、自立支援医療費の支給| ているとおりであること。したがって、結果的に、自立支援医療費の支給は、

は、医療保険の自己負担部分を対象とすることとなる。 I 医療保険の自己負担部分を対象とすることとなるものであるこ在。

第 14 その他 第 14 その他

本要綱に係る各種様式の例は別添のとおりであるので、参考と主ゑ主主。 本要綱に係る各種様式の例は別添のとおりであるので、参考と主主主主io

)JIJ紙2 )JJj車iil:2

自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱 自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17年法| 蓋第 58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支

律第 123号n 以下『法l左いうJ 第58条第l項に基づく自立支援医療費(育|給認定j という。)の事務手続及び運営等については、法令及び通知によるほか、

成医療)(以下単に「曹成医療l左いろJ の支給認定(以下「支給認定」という。)I本要綱により行い、もって支給認定の適正な実施を図るとともに効率的な運営に

の事務手続及び運営等については、法令及び通知によるほか、本要綱により行い、 I努めること。



もって支給認定の適正な実施を図るとともに効率的な運営に努めること。

第 1 定義

l 指定自立支援医療2墾盆を受ける墜宣旦を「受診者」という。

2 自立支援医療費の支給を受ける者を「受給者」という。

3 自立支援医療費の支給認定2申請主主主主とする者茎些盆2主主を「申請

者」という。

4 住民基本台帳法(昭和 42年法律第81号)に基づく住民基本台帳上の世

帯を「世帯」という。

第 1 定義

1 指定自立支援医療を茎墜民受ける主を「受診者」という。

2 自立支援医療費の支給を受ける者を「受給者」という。

3 自立支援医療費の支給認定主申請主主主とする者を「申請者」

4 住民基本台帳上の世帯を「世帯」という。

という。

5 申請者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法1 5 自立支援医療費の支給に際し支給認定に用いる世帯を rr世帯JJ という。

律施行令(平成 18年政令第 10号。以下「令!という。)第29条第 1項

に規定する支給認定基準世帯員で構成する世帯(自立支援医療費の支給に際

し支給認定に用いる世帯Lを rr世帯JJ という。

第2 育成医療の対象 |第2 自立支援医療(育成医療Lの対象

育成医療の対象となる児童は、身体障害者福祉法(昭和 24年法律第2831 自立支援医療(育成医療1(以下単に「育成医療!とする円)の対象となる児

号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現| 童は、身体障害者福祉法(昭和 24年法律第283号)第4条の規定による別

存する障害釜与三基疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に| 表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する遼昼益ι当箆障害J(

掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実な治療の効| 旦疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障害と同程

果が期待できるものとすること。 1 度の障害を残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できるも

1 育成医療の対象となる障害は、次のとおり障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律施行規則(以下『施行規則!という。)第6

条のよヱで定めるものであること。

(1)~(7)(略)

2 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を

維持できる状態よ主ゑものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのもの

は除くこと。

なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小

腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗

免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法については、そ

れらに伴う医療についても対象となるものであること。

3 (絡)

第3 支給認定の申請

のとすること。

1 育成医療の対象となる障害は、次のとおり施行規則第6条のよ立で定める

ものであること。

(1)~(7)(略)

2 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を

維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除

くこと。

なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小

目易機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗

免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法にういては、そ

れらに伴う医療についても対象となるものであること。

3 (略)

第 3 支給認定の申請



支給認定の申請は、施行規則第 35条に定めるところによるが、その具体的

事務処理は次によること。

l 申請に当たっては、申請書に指定自立支援医療機関において育成医療を主

として担当する医師の作成する自立支援医療意見書(以下「医師の意見書」

という。矧民民様式第 6号。)、受診者及び受診者と同ーの「世帯」に属する者

の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の

加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)主立ζ受診者の属す

る「世帯」の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認

できる資料、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書、市町村民税

世帯非課税世帯については受給者に係る収入の状況が確認できる資料)のほ

か、腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受

療証の写しを添付の上、市町村長(特別区にあっては区長。以下同じの)に

里遺させること。

2 医師の意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであるから、

指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成した

ものである必要があること。

支給認定の申請は、施行規則第35条に定めるところによるが、その具体的

事務処理は次によること。

1 申請に当たっては、申請書に指定自立支援医療機関において育成医療を主

として担当する医師の作成する自立支援医療意見書(以下「医師の意見書」

という。別紙様式第6号。)、受診者及び受診者と同ーの「世帯」に属する者

の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の

加入関係を示すもの(以下 f被保険者証等」という。)，_受診者の属する「世

帯Jの所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる

資料、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書、市町村民税世帯非

課税世帯については受給者に係る収入の状況が確認できる資料)のほか、腎

臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の

写しを添付させること。

2 医師の意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであるから、

指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成した

ものである必要があること。

第4 支給認定 |第4 支給認定

1 亙E室長が所定の手続による申請を受理した場合は、備付けの自立支援医I1 都道府県知事(棺定都市及び中核市の市長を含む向以下同じn)が所定の

療申請受理簿に記入した上で、受診者について育成医療の要否等に関し、育| 手続による申請を受理した場合は、受診者について育成医療の要否等に関し、

成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院茎且通院回数等の| 育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院』通院回数等の

医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度につ| 医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度につ

いて具体的に認定を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行う| いて具体的に認定を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行う

こと。

なお、自立支援医療費の支給に要する費用の概算額は、健康保険診療報酬

点数震を用いて、指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事

療養の費用を除く。)について筆墨すること。

2 市町村長は、当該申請について、育成医療が必要かどうか医学的な判断を

行うこ !::o判断を行うための審査体制を独自で構築できない市町村において

は、近隣自治体との一部事務組合や広域連合を設置し審塗体制を構築fること。

よLmll!J起草は、当該申請について、育成医療を必要とすると認められた場合

l士、「世帯」の所得状況を確認の上、令第35条第 1項第 1号に規定する高

額治療継続者」弘王「重度かっ継続」よと土。)への該当の有無の判断及び

自立支援医療費支給認定通則実施要綱第2に定める負担上限月額の認定を行

こと。

なお、自立支援医療費の支給に要する費用の概算額2隻室は、指定自立支

援医療機関において実施する医療の費用(食事療養の費用を除く。)につい

て健康保険診療報酬点数愛によって行うものとすること。

_g_墾道虚塁忽蓋は、当該申請について、育成医療を必要とすると認められた

場合は、「世帯」の所得状況を確認の上、高額治療継続者(令第 35条第 1

項第 1号に規定する高額治療継続者をいi いわゆる「重度かつ継続J.___s
王lllJCo )への該当ニ去藍主』自立支援医療費支給認定通則実施要綱第2に



った上で、施行規則の定めるところにより、自立支援医療受給者証(以下「受

給者証Jという。)を交付すること。また、必要に応じ自己負担上限額管理

票を申請者に交付すること。主主』認定を必要としないと認められる場合に

ついては、認定しない旨、通知書を申請者に交付すること。

4 育成医療の量飽三盟主丞具体的方針は、受給者証裏面に詳細に記入すること。

5 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に盟主ゑ

堂星ι限られること。

6 支給認定の有効期間が必要以上に長期に及ぶことは、予算の適正化の見地

から厳に戒むべきところであるので、有効期間は原則 3か月以内とし、査主主

塑盟主~3 か月以上に及ぶ支給認定主主主に当たっては、特に慎重に取り扱わ
れたいこと。なお、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害に

おける抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合についても最長 1年以内とする

こと。

7 育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は同一受診者に対し原則 1

か所とすること。ただし、医療に重複がなく」やむを得ない事情がある場合

に限り、例外的に複数指定することを妨げない。

..e..受診者が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくな

った場合は、交付していた受給者証を速やかに宣E盆主主に返還させること。

9 受診者が、支給認定の有効期間内に満 18歳になった場合であっても、当

初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものと

するよ立。なお、当初の支給認定の有効期間を超えて再度の育成医療の支給

認定を行うことはできないものとする。

定める負担上限月額の認定を行った上で、施行規則の定めるところにより、

自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。)を交付すること。また、

必要に応じ自己負担上限額管理票を申請者に交付すること。認定を必要とし

ないと認められる場合については、認定しない旨、通知書を申請者に交付す

ること。

3 育成医療の具体的方針は、受給者証裏面に詳細に記入すること。

4 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限られ

ること。

5 支給認定の有効期聞が必要以上に長期に及ぶことは、予算の適正化の見地

から厳に戒むべきところであるので、有効期間は原則3か月以内とし、 3か

月以上に及ぶ卒、のについての支給認定に当たっては、特に慎重に取り扱われ

たいこと。なお、腎臓機飽障害における人工透析療法及び免疫機能障害にお

ける抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合についても最長 1年以内とすること。

6 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける指定自立支援医療機関

の指定は原則 1か所とすること。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない

事情がある場合に限り、例外的に複数指定することを妨げない。

ヱ受診者が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくな

った場合は、交付していた受給者証を速やかに盤道歴基盤主に返還させること。

B 受診者が、支給認定の有効期間内に満 18歳になった場合であっても、当

初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものと

する。なお、当初の支給認定の有効期間を超えて再度の育成医療の支給認定

を行うことはできないものとする。

第5 育成医療の再認定及び医療の具体的方針の変更 第5 育成医療の再認定及び医療の具体的方針の変更

1 文給認定の有効期間が終了し主墜(J)再度の支給認定{以下「再認定!とい

主...Lを申請する場合、申請者は、申請書に再認定の必要性を詳細に記した

医師の意見書、被保険者証等茎v受診者の属する「世帯」の所得の状況等が

確認できる資料のほか、腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合について

は、特定疾病療養受療託2呈与を添付の上、定E宣主主あて申請させること。

亘E査室は、再認定が必要であると認められるものについて、再認定後の新ト

たな受給者証を交付すること。主主』再認定を必要としないと認められるも

のについては認定しない旨を杢夏組第4の立の却下手続に準じて通知書を交

付すること。

1 支給認定の有効期間が終了し」再度の支給認定を申請する場合」込ヱよ亙

認定!という0)、申請者は、申請書に再認定の必要性を詳細に記した医師の

意見書、被保険者証等』受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認でき

る資料のほか、腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定

疾病療養受療証を添付の上、益道亙基忽三をあて申請させること。益道盛塁主E
査は再認定の要否等について、再認定が必要であると認められるものについ

て、再認定後の新たな受給者証を交付すること。再認定を必要としないと認

められるものについては認定しない旨を第4のえの却下手続に準じて通知書

を交付すること。



2 有効期間内に主立ゑ医療の量盆i三盟主ゑ具体的方針の変更について昼、変目

更の申請書に変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付の上、車E主

長あて乏盆受i三申請主主ゑこと。主ll!JtJ霊は当該申請について育成医療の変

更の要否等について変更が必要であると認められる擾全盛、変更後の新たな

受給者証を交付すること。

なお、医療の翠盤i三盟主主L具体的方針の変更の効力のま欄は、変更を決定

した日以降とすること。また、変更を必要としないと認められるものについ

ては、認定しない旨を杢室組第4の立の却下手続に準じて通知書を交付すること。

2 有効期間内に医療の具体的方針の変更について、受給者から申請があった

盟企、変更の申請書早変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付の上、

登星座昼担蓋あて申請主主こと。整道庄屋担斐は育成医療の変更の要否等に

ついて変更が必要であると認められる主企主2ビエ、変更後の新たな受給者

証を交付すること。

なお、医療の具体的方針の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降と

すること。また、変更を必要としないと認められるものについては、認定し

ない旨を並記第4のえの却下手続に準じて通知書を交付すること。

第6 自立支援医療費の支給の内容 |第6 自立支援医療費の支給の内容

1 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、杢重量豊第 2のとおI1 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、第2のとおりであ

りであるが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、次によること。| るが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、次によること。

( 1 )自立支援医療費の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示しI ( 1 )自立支援医療費の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示し

て受けた育成医療に係る費用について、亙1IIJ1土が当該指定自立支援医療| て受けた育成医療に係る費用について、盤道亙塁が当該指定自立支援医

機関に支払うことにより行うことを原則とする。 I 療機関に支払うことにより行うことを原測とする。

(2 )治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適月のものでI (2)治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のもので

あり、最少限度の治療材料及び治療装具のみを支給すること。 I あり、最少限度の治療材料及び治療装具のみを支給すること。

なお、この場合は現物給付をすることができること。また、運動療法| なお、この場合は現物給付をすることができること。また、運動療法

に要する器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであ| に要する器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであ

るよよから支給は認められないこと。 I るから支給は認められないこと。

(3 )移送費の支給は、事前に市町村長に申請をさせ、木人が歩行困難あるI (3)移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者に

こと等により必要と認められる場合に支給すること左するこ L また、| ついて、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費とすること。

医療保険による移送費を受けることができない者について、受診者を移| なお、家族が行った移送等の経費については認めないこと。芝草巳盆

送するために必要とする最小限度の経費主茎盆土盈ζよとすること。 I 道府県知事に申請を行い、本人が歩行困難等により必要と認められる場

なお、家族が行った移送等の経費については認めないこと。 I 舎に支給することとするこ左。

(4)治療材料費等の支給申誇は、その事実について指定自立支援医療機関I (4)治療材料費等の支給申請は、その事実について指定自立支援医療機関

の医師の証明書等を添えて、受給者から車E註長に申請させること。 I の医師の証明書等を添えて、受給者から盤道庄昼担蓋に申請させること。

2 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病I2 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病

を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対| を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対

象として差支えないこと。 I 象として差支えないこと。

重工指定自立支援医療機関における診療報酬の請求及び支払

指定自立支援医療機関による診療報酬の請求は、診療報酬請求書に診療報

酬明細書を添付の上、当該指定自立支援医療機関所在地の社会保険診療報酬



支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し行うこととすることの

第 B 育成医療に係る診療報酬の審査ι法塞及び支払

診療報酬の請求、審査及び支払については、「自立支援医療(育成医療・

更生医療}の支給に係る診療{調到]報酬の審査及び支払に関する事務の社

会保険診療報酬支払基金への委託についてL.I社援発0322第4号平成2

4年3月22日厚生労働省社会・援護局長通知}及び『自立支援医療〔育成

医療・更生医療)の給付に係る診療報酬の審査丞び支払に関主る事務の国民

健康保険団体連合会への委詐についてL.Í社援更発第g_tl平成~月 1

5日厚生労働省社会・援護局長通知}に定めるところによること。

診療報酬の額の決定は当都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長

が行うこと。

第 9 その他

査E主主は、受給者証の交付及び自立支援医療費の支給等について台帳等を備

可け、支給の状況を明らかにしておくこと。

)jlj 3 

自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱

障害者の日蛍生活及び主士会生活を総合的に支援するための法律{平成 17年法

律第123号n 以下「法Iという0)第第 123号。以下「法jという。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(更

生医療)(以下単に「更生医療』とする。)の支給認定(以下「支給認定Jという。)

ついての事務手続及び運営等については、法令及び通知によるほか、本要綱に

より行い、もって支給認定の適正な実施を図るとともに効率的な運営に努めること。

第 1 定義

1 指定自立支援医療2量盆を受ける堕宣者を「受診者」という。

2 自立支援医療費の支給を受ける者を「受給者」という。

3 自立支援医療費の支給認定の申請を行おうとする者文は行った者を「申請

者」という。

4 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号Llこ基づく住民基本台帳上の世

帯を「世帯」という。

5 申請者並びに障害者の日童生活及び社会生活を総合的に支援するための法

第工育成医療に係る診療報酬の誼率ι 審査及び支払

診療報酬の請求、審査及び支払については、昭和54年児発第564号通

知「児童福祉法及び精神薄弱者福祉法の措置等に係る医療の給付に関する費

用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約についてI及

び昭和 49年児溌第655号通知「育成医療費等公費負担医療の給付にかか

る診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体漣合会への委

差足2ヒエLに定めるところによること。

第8 その他

益準亙昼は、受給者証の交付及び自立支援医療費の支給等について台帳等を

備え付け、支給の状況を明らかにしておくこと。

)jIJ車氏3

自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱

益第58条第 1項に基づく自立支援医療費(更生医療)の支給認定(以下「文

給認定Jという。)についての事務手続及び運営等については、法令及び通知に

よるほか、本要綱により行い、もって支給認定の適正な実施を図るとともに効率

的な運営に努めること。

第 1 定義

1 指定自立支援医療を塞墜l三受ける者を「受診者」という。

2 自立支援医療費の支給を受ける者を「受給者」という。

3 自立支援医療費の支給認定ゑ申誇主主主とする者を「申請者Jという。

4 住民基本台帳上の世帯を「世帯」という。

5 自立支援医療費の支給に際し支給認定に用いる世帯を rr世帯JJという。



律施指令(平成 18年政令第 10号。以下「令Ii::いうJ 第 29条第 1項

に規定する支給認定某準世帯員で構成する世帯(自立支援医療費の支給に際

し支給認定に用いる世帯Lを rr世帯JJ という。

第2 更生医療の対象 第2 自立支援医療(更生医療Lの対象

吏生医療の対象となる者は、身体障害者福祉法(昭和 24年法律第283号)

第4条に規定する身体上の障害を有すると認められる者であって、確実な治療

の効果が期待できるものとすること。

皇主主重医星i更生医療) (以下単に「更生医療!とする円)の対象となる者

は、身体障害者福祉訟(昭和 24年法律第283号)第4条に規定する身体上

の障害を有すると認められる者であって、確実な治療の効果が期待できるもの

とすること。

2 

3 

1 更生医療の対象となる障害は、次のとおり施行規則第日条の 14で定める

ものであること。

(1) "-' (6) (賂)

2 (略)

3 (略)

第3 支給認定の申請 |第3 支給認定の申請

支給認定の申請は、施行規則第 35条に定めるところによるが、その具体的| 支給認定の申請は、施行規則第 35条に定めるところによるが、その具体的

事務処理は次によること。 I事務処理は次によること。

l 申請に当たっては、申誇書に指定自立支援医療機関において更生医療を主1 1 申請に当たっては、申請書に指定自立支援医療機関において更生医療を主

として担当する医師の作成する意見書(以下「医師の意見書」という。)、身! として担当する医師の作成する意見書(以下「医師の意見書」という。)、身

体障害者手帳の写し、受診者及び受診者と同ーの「世帯Jに属する者の名前| 体障害者手帳の写し、受診者及び受診者と同ーの「世帯Jに属する者の名前

が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関| が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関

係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)差益ι受診者の属する「世| 係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)，_:受診者の属する「世帯」の

帯」の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる| 所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、

資料、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書、市町村民税世帯非| 生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書、市町村民税世帯非課税世

課税世帯については受給者に係る収入の状況が確認できる資料)のほか、腎| 帯については受給者に係る収入の状況が確認できる資料)のほか、腎臓機能

臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の| 障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写しを

写しを添付の上、市町村長(特別区にあっては区長。以下同じ。)に申請さ| 添付の上、市町村長(特別区にあっては区長。以下同じ。)に申請させるこ

せること。 I と。

2・3 (路) I 2・3 (略)

第4 更生医療の要否の判定 |第4 更生医療の要否の判定

l 判定の依頼を受けた更生相談所の長は申請者について判定を行い、判定書I1 判定の依頼を受けた更生相談所の長は申請者について判定を行い、判定書



及び付属書類を作成し市町村長に送付すること。

2 判定は、申請者について、医学的に支給認定を行うかどうかについて的確

な判定を行い、更生医療を必要とすると認められた者については、医療の対

象となる障害の種類、令第 35条第 1項第1号に規定する高額治療継続をi込』
王「重度かつ継続Jよと土。)の対象疾病であるか否か、具体的な治療方針、

入院主且通院回数等の医療の具体的な見通し及び更生医療によって除去軽減

される障害の程度について具体的に判断を行うとともに、支給に要する費用

の概算額の算定を行うこと。

なお、自立支援医療費の支給に要する費用の概算額は、健康保険診療報酬

点数表を用いて、指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事

療養及び生活療養の費用を除く。)について差是すること。また、高齢者の

医療の確保に関する法律(昭和 57年法律第 80号)の対象者の更生医療に

ついては、高齢者の療養の給付に要する費用の額の算定方法及び診療方針の

例によって行うものとすること。

及び付属書類を作成し市町村長に送付すること。

2 判定は、申請者について、医学的に支給認定を行うかどうかについて的確

な判定を行い、更生医療を必要とすると認められた者については、医療の対

象となる障害の種類、高額治療継続者(令第35条第 1項第 1号に規定する

高額治療継続者をいふいわゆる「重度かつ継続J，J2，(王FilJC， )の対象疾病

であるか否か、具体的な治療方針、入院」通院回数等の医療の具体的な見通

し及び更生医療によって除去軽減される障害の程度について具体的に判断を

行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うこと。

なお、自立支援医療費の支給に要する費用の概算額2筆塞は、指定自立支

援医療機関において実施する医療の費用(食事療養及び生活療養の費用を除

く。)について健康保険診療報酬点数表によって行うものとすること。また、

高齢者の医療の確保に関する法律の対象者の更生医療については、高齢者の

療養の給付に要する費用の額の算定方法及び診療方針の例によって行うもの

とすること。

第5 支給認定 、|第5 支給認定

1 市町村長は、更生相談所の判定の結果、更生医療を必要とすると認められI1 市町村長は、更生相談所の判定の結果、更生医療を必要とすると認められ

た申請者について、支給認定を行い、自立支援医療受給者証(以下「受給者| た申請者について、支給認定を行い、自立支援医療受給者証(以下「受給者

証Jというρ)を交付すること。

また、判定の結果、更生医療を必要としないと認められた者については杢

室温第 3の3の却下手続に準じて通知書を交付すること。

なお、支給認定の際に指定自立支援医療機関において実施する医療以外に

移送等を必要とすると認められた者については、それらに要する費用額の算

定を行った調査書を作成すること。

2 受給者証の交付に当たっては、「世帯」の所得状況及び更生相談所の判定

書に基づき、重度かっ継続への該当の有無の判断及び自立支援医療費支給認

定通則実施要綱第2に定める負担上限月額の認定を行った上で、施行規則の

定めるところにより、受給者証を交付すること。また、必要に応じ自己負担

上限額管理票を申請者に交付すること。主主L 認定を必要としないと認めら

れる場合については認定しない旨、通知書を申請者に交付すること。

3 更生医療の量盤f;::盟主主L具体的方針は、判定書に基づき、受給者証裏面に

詳細に記入すること。

4 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に盟主ゑ

堂星ζ限られること。

証」という。)を交付すること。

また、判定の結果、更生医療を必要としないと認められた者については第

3の3の却下手続に準じて通知書を交付すること。

なお、支給認定の際に指定自立支援医療機関において実施する医療以外に

移送等を必要とすると認められた者については、それらに要する費用額の算

定を行った調査書を作成すること。

2 受給者証の交付に当たっては、「世帯」の所得状況及び更生相談所の判定

書に基づき高箆塗遼盤盤主への該当ニ産藍当』自立支援医療費支給認定通則

実施要綱第2に定める負担上限月額の認定を行った上で、施行規則の定める

ところにより、受給者証を交付すること。また、必要に応じ自己負担上限額

管理票を申請者に交付すること。認定を必要としないと認められる場合につ

いては認定しない旨、通知書を申誇者に交付すること。

3 更生医療の具体的方針は、判定書に基づき、受給者証裏面に詳細に記入す

ること。

4 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限られ

ること。



5 支給認定の有効期間が必要以上に長期に及ぶことは、予算の適正化の見地

から厳に戒むべきところであるので、有効期間は原則 3か月以内とし、査室生

塑盟主~3 か月以上に及ぶ支給認定主立主に当たっては、特に慎重に取り扱わ

れたいこと。なお、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害に

おける抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合についても最長 1年以内とする

こと。

白 更生医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は同一受診者に対し原則1

か所とすること。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合

に限り、例外的に複数指定することを妨げない。

7 受診者が死亡した場合又は医療を受けることを中止した場合は、交付して

いた受給者証を速やかに市町村長に返還させること。

第6 更生医療の再認定及び医療の具体的方針の変更

1 支給認定の有効期間が終了し主墜2再度の支給認定(以下「再認定!とい

立..l__を申請する場合』申請者は」申請書に再認定の必要性を詳細に記した

医師の意見書』被保険者証等丞立受診者の属する「世帯j の所得の状況等が

確認できる資料のほか、腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合について

は、特定疾病療養受療証の写しを添付の上、市町村長あて申請させること。

市町村長は、更生相談所の長に対し、再認定の要否等についての判定を依頼

するとともに、更生相談所の判定の結果、再認定が必要であると認められる

ものについて、再認定後の新たな受給者証を交付すること。主主』再認定を

必要としないと認められるものについては認定しない旨、杢霊週第 5の2の

却下手続に準じて通知書を交付すること。

2 有効期間内に主立主主医療の差盤1<:盟主主L具体的方針の変更について、変更

の申請書に変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付の上、市町村長

あて申請すること。市町村長は、更生相談所の長に対し、変更の要否等につ a

いての判定を依頼するとともに、吏生相談所の判定の結果、変更が必要であ

ると認められるものについて、変更後の新たな受給者証を交付すること。

なお、医療の具体的方針の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降と

すること。また、変更を必要としないと認められるものについては認定しな

い旨、杢室盤第5の2の却下手続に準じて通知書を交付すること。

第7 自立支援医療費の支給の内容等

5 支給認定の有効期聞が必要以上に長期に及ぶことは、予算の適正化の見地

から厳に戒むべきところであるので、有効期間は原則3か月以内とし、 3か

月以上に及ぶものについての支給認定に当たっては、特に慎重に取り扱われ

たいこと。なお、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害にお

ける抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合についても最長 1年以内とするこ

とロ

6 同一受診者に対し、当該受診者が更生医療を受ける指定自立支援医療機関

の指定は原則 1か所とすること。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない

事情がある場合に限り、例外的に複数指定することを妨げない。

7 受診者が死亡した場合又は医療を受けることを中止した場合は、交付して

いた受給者証を速やかに市町村長に返還させること。

第6 更生医療の再認定及び医療の具体的方針の変更

1 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合」込ヱよ亙

認定Iという向)、申請者は申請書に再認定の必要性を詳細に記した医師の意

見書丞立被保険者証等』受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認でき

る資料のほか、腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定

疾病療養受療証の写しを添付の上、市町村長あて申請させること。市町村長

は、更生相談所の長に対し、再認定の要否等についての判定を依頼するとと

もに、更生相談所の判定の結果、再認定が必要であると認められるものにつ

いて、再認定後の新たな受給者証を交付すること。再認定を必要としないと

認められるものについては認定しない旨、第5の2の却下手続に準じて通知

書を交付すること。

2 有効期間内に医療の具体的方針の変更について、受診者から申請があった

鍾企孟室更の申請書に変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付の上、

市町村長あて申請すること。市町村長は、更生相談所の長に対し、変更の要

否等についての判定を依頼するとともに、更生相談所の判定の結果、変更が

必要であると認められるものについて、変更後の新たな受給者証を交付する

こと。

なお、医療の具体的方針の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降と

すること。また、変更を必要としないと認められるものについては認定しな

い旨、第5の2の却下手続に準じて通知書を交付すること。

第7 自立支援医療費の支給の内容等



1 (略)

2 緊急かつやむを得ない事情により、支給認定の有効甥聞を延長する必要が

あると指定自立支援医療機関が認める場合には、報告書にその旨を記入して

提出させること。この場合において単なる期間延長として認められる期間は

2週間以内主ムかっ、 1固に限ることとムι主主、更生相談所における判定

は要せず、市町村長の判断により期間延長の承認を行って差し支えないこと。

五週盟以上の期間を要するものについては、再認定として杢室温第 6の1の

取扱いによること。

3 自立支援医療費の支給の対象となる更生医療の内容は、杢室組第 2のとお

切であるが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、次によること。

( 1 ) (略)

(2 ) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のもので

あり、最少限度の治療材料及び治療装具のみを支給すること。

なお、この場合は現物給付をすることができること。また、運動療法

に要する器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであ

ることから支給は認められないこと。

(3 ) 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者に

ついて、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費生茎盆主主L
三よとすること。移送費等の支給申請は、その事実について指定自立支

援医療機関の医師の在明書等を添えて、申請者から市町村長に申請させ

ること"なお、家族が行った移送等の経費については認めないこ L

(4) 施術はマッサージのみ認めることとし、この場合は当該指定自立医療

機関にマッサージ師がなく、かっ、担当の医師の処方に基づいて指定す

る施術所において施術を受ける場合にのみ、その萱星を支給すること。

( 5 ) (略)

第 8 (略)

1 (略)

2 指定自立支援医療機関において、緊急かつやむを得ない事情により、支給

認定の有効期間を延長する必要があると認める場合には、報告書にその旨を

記入して提出させること。この場合において単なる期間延長として認められ

る期間は，:_2週間以内主かっ、 1回に限ることとするn この場合、更生相談

所における判定は要せず、市町村長の判断により期間延長の承認を行って差

し支えないこと。主主k以上の期間を要するものについては、再認定として第

6の1の取扱いによること。

3 自立支援医療費の支給の対象となる更生医療の内容は、第2のとおりであ

るが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、次によること。

( 1 ) (略)

(2) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のもので

あり、最少限度の治療材料及び治療装具のみを支給すること。

なお、この場合は現物給付をすることができること。また、運動療法

に要する器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであ

るから支給は認められないこと。

(3 ) 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者に

ついて、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費とすること。

なお、家族が行った移送等の経費については認めないこと移送費等

の支給申請は、その事実について指定自立支援医療磯闘の医師の証明書

等を添えて、申請者から市町村長に申請させること。

(4) 施術はマッサージのみ認めることとし、この場合は当該指定自立医療

機関にマッサージ師がなく、かっ、担当の医師の処方に基づいて指定す

る施術所において施術を受ける場合にのみ、その盛金を支給すること。

(5) (略)

第 8 .(略)

第9 診療報酬の審査、決定及び支払 |第9 診療報酬の審査、決定及び支払

1 診療報酬の審査については「自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給I1 診療報酬の審査については「更牛医療の給付に係る診療報酬の審査及び支

に係る診療(鵠潮)報酬の審査及び支払に関する事務の社会保険診療報酬支| 払に関する事務の社会保険診療報酬支払基金への委託について I及び」互主

払基金への委艶についでJ(社援発 0322第4号平成 24年 3月 22日厚| 医療の給付に係る診療報酬の審査及ぴ支払に関する事務の国民健康保険団体

生労働省社会・援護局長通知)及び「自立支援医療(育成医療・更生医療LI 連合会への委託についてj の通忽によること。

の給付に係る診療報酬の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体涼合



会への委託について I(社援更発第 25号平成5年 2月 15日厚生労働省社

会・援護局長通知)の室笠丞主主ゑによること。

2 (路) (略)2 

別是正H別紙4

自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱

主主第 58条第 1項の規定に基づく自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定

(以下「支給認定」という。本要綱において同じ。)についての事務手続運営等

については、法令及び通知によるほか、本要綱により行い、もって支給認定の適

五な実施を図るとともに効率的な運営に努めること。

自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法

律第 123号)第 58条第l項の規定に基づく自立支援医療費(精神通院医療)

(以下単，<::i精神通院医療!とするJ の支給認定(以下「支給認定」という。)

についての事務手続運営等については、法令及び通知によるほか、本要綱により

行い、もって支給認定の適正な実施を図るとともに効率的な運営に努めること。

という。

定義

指定自立支援医療を塞墜に受ける査を「受診者」という。

自立支援医療費の支給を受ける孟を「受給者」という。

自立支援医療費の支給認定主申請ムよ2..とする者を「申請者J

第 1

-一2
一3
一

という。

という。

自立支援医療費の支給に際し支給認定に用いる世帯を ii世帯JJ

立精神障害者保健福祉手帳(精神障害者保健福祉手I援用の診断書に基づくも

2主墜豆..l_を「手帳」という。

第 1 定義

1 障害者文は障害児の保護者を「障害者等j という内

_g_指定自立支援医療2藍盆を受ける障害者文は障害児を「受診者」という。

立 自立支援医療費の支給を受ける盤宣主笠を「受給者」という。

4 自立支援医療費の支給認定企申請主主主主とする者茎註丘三主主を「申詩

者」という。

5 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳上の世

帯を「世帯」という。

6 申請者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行令(平成 18年政令第 10号向以下「令!という0)第 29条第 1項

に規定する支給認定基準世帯国で構成する世帯(自立支援医療費の支給に際

し支給認定に用いる世帯Lを ii世帯JJ という。

7 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律{昭和 25年法律第123号)

第 45条に基づく精神障害者保健福祉手帳を「手根」という。

住民基本台帳上の世帯を「世帯」4 

5 

第2 精神通院医療の対象及び医療の範囲 |第2 自立支援医療(精神道院医療Lの対象及び医療の範囲

1 精神通院医療の対象となる者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法I1 自立支援医療(精神通院医療)(以下単に「精神通院医療j というn) の対

律第5条に規定する精神障害者又はてんかんを有する者で、精神通院医療の| 象となる者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25年法律

対象となる障害は、障害者の日常生活及び社会生活を総令的に支援するため| 盆よ主主主Ufi5条に規定する精神障害者又はてんかんを有する者で、精神

の法律施行規則(平成18年厚生労働省令第 19号)第6条のよ乏に定める| 通院医療の対象となる障害は、盛笠翠盟第 6条のよ互に定めるとおり通院に

とおり通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんか| よる治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)



んを含む。)とする。 とする。

2・3 (略) 2・3 (略)

第3 支給認定の申請 |第3 支給認定の申請

支給認定の申誇は、施行規則第35条に定めるところによるが、その具体的| 支給認定の申請は、施行規則第35条に定めるところによるが、その具体的

事務処理は次によること。 I事務処理は次によること。

1 支給認定の申請については、申請書に次の書類を添付して行う。 I1 支給認定の申請については、申請書に次の書類を添付して行う。

( 1 ) 支給認定の申請のみを行う場合 I (1) 支給認定の申請のみを行う場合

指定自立支援医療機関において精神障害の診断又は治療に従事する医| ・ 指定自立支援医療機関において精神障害の診断又は治療に従事する医

師による別紙様式第7号による診断書(以下 f医師の診断書Jという0)I 師による別紙様式第7号による診断書(以下「医師の診断書」という。)

及び令第 35条第1項第1号に規定する高額治療継続者(以下「重度か| 及び別紙様式第 8号による「重度かつ継続」に関する意見書(追加周辺直

つ継続IというJ に該当する旨を申請する場合にあっては、別紙様式第| 額治療継続者(令第35条第 1項第1号に規定する高額治療継続者をい

8号による「重度カり継続」に関する意見書(追加用) (以下 rr重度かっ| ふいわゆる『重度カミつ継続1" 以下同じ)Jに該当する旨を申請する

継続」に関する意見書Jという。) I 鐘釦謹ゑ斗以下 rr重度かつ継続Jに関する意見書」という。)

(略) I ・(賂)

(略) I ・(略)

(2) 手帳の新規交付又闘交付の申請と併せて支給認定の申請を行う場合I (2) 手帳の新規交付又は再捌の申請と併せて支給認定の申請を行う場合

精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師であっ| ・ 精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師であっ

て指定自立支援医療機関において精神通院医療を担当する医師による精| て指定自立支援医療機関において精神通院医療を担当する医姉による精

神障害者保健福祉手帳制度実施要領による診断書(以下「精神障害者保! 神障害者保健福祉時制度実施要領による診断書(以下「榊障害者保

健福祉手帳用の診断書」という。)及び重度かつ継続に該当する旨を申| 健福祉手帳用の診断書Jという。)及び「重度かっ継続」に関する意見書

請する場合にあっては、「重度かつ継続」に関する意見書 I _i追加用) (高額治療継続者に該当する旨争申請する場合に限る伺)

被保険者錦、受診者の属する「世帯Jの所得の状況等が確認できる| ・ 被保険者証等、受診者の属する「世帯Jの所得の状況等が確認できる

資料 | 資料

(3) (1)に規定する医師の診断書又は (2)に翠室主ゑ精神障害者保健

福祉手帳用の診断書(重星空2盤盤(J)該当者にあっては、担主エ「重度

かつ継続」に関する意見書L 以下「診断書等」という。)については、

直近の支給認定に係る申請において、これを添対している障害者笠が、

当該支給認定の有効期間満了後も引き続き当該精神通院医療に係る自立

支援医療費の支給認定の申請を行う場合であって、直近の支給認定に係

る申請時点から当該申請に係る障害者等に病状の変化及び治療方針の変

更がない場合は、省略することができる。

主主主、直近の支給認定に係る申請の際に所得区づきが生活保護、低所

(3) (1)又は (2)における医師の診断書又は精神障害者保健福祉手帳

用の診断書(高額治療継続者に該当者にあっては、医師の診断書及び「重

度かつ継続j に関する意見書、又は精神障害者保健福祉手帳用の診断書

及び「重度かっ継続 lに関する意見書)(以下「診断書等Jという。)に

ついては、直近の支給認定に係る申請において、これを添付している障

害者文は障害児の保護者が、当該支給認定の有効期間満了後も引き続き

当該精神通院医療に係る自立支援医療費の支給認定の申請を行う場合で

あって、直近の支給認定に係る申請時点から当該申請に係る障害者等に

病状の変化及び治療方針の変更がない場合は、診断書等の添付を省略す



得1又は低所得Zで「重度かっ継続Jに関する意見書を添付していなか

った場合であって、今回、「重度かつ継続」の申請を行う場合l士、当該

意見書の添付の省略はできないものとする。

2 . 3 (路)

ることができる。

但与、直近の支給認定に係る申請の際に所得区分が生活保護、低所得

1又は低所得2で「重度かつ継続」に関する意見書を添付していなかっ

た場合であって、今回、「重度かっ継続」の申請を行う場合は、当該意

見書の添付の省略はできないものとする。

2・3 (略)

第4 支給認定 |第4 支給認定

1 都道府県知事(指定都市にあっては市長。以下同じ。)は、所定の手続にI1 都道府県知事(指定都市にあっては市長。以下同じ。)は、所定の手続に l

よる申請書を受理したときは、次により審査を行う。 I よる申請書を受理したときは、次により審査を行う。

( 1 ) 自立支援医療費の支給認定の申請のみを行う場合 I (1 ) 自立支援医療費の支給認定の申請のみを行う場合

精神通院医療の要否について精神保健福祉センターにおいて判定す| 精神通院医療の要否について精神保健福祉センターにおいて判定す

ること(杢亙週第 3の1の (3)に基づき、診断書等の添付が省略さ| ること(第 3の1の(3)に基づき、診断書等の添付が省略されてい

れている場合はこの限りでない。)。精神保健福祉センターは、jJlj記の| る場合はこの限りでない。)。精神保健福祉センターは、別記の判定指

判定指針により、精神通院医療の要否について判定し、その結果を都| 針により、精神通院医療の要否について判定し、その結果を都道府県

道府県知事に報告すること。都道府県知事は、精神保健福祉センター| 知事に報告すること。都道府て県知事は、精神保健福祉センターの報告

の報告を受け、速やかに支給認定を行うかどうかを決定するものとする。| を受け、速やかに支給認定を行うかどうかを決定するものとする。

都道府県知事は、支給認定を行うことを決定をしたときは別紙様式| 都道府県知事は、支給認定を行うことを決定をしたときは別紙様式

第2号による自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。)を、| 第2号による自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。)を、

支給認定を行わない決定をしたときは、別紙様式第5号による通知書| 支給認定を行わない決定をしたときは、別紙様式第5号による通知書

を受給者の居住地を管轄する市町村長を経由して申請者に交付する。| を受給者の居住地を管轄する市町村長を経由して申請者に交付する。

(2 ) 手帳の新規交付又は再交付の申請と併せて自立支援医療費の支給I (2) 手帳の新規交付又は再交付の申請と併せて自立支援医療費の支給

認定の申請を行う場合 i 認定の申請を行う場合

速やかに精神障害者保健福祉手帳の交付の可否についての所定の審| 速やかに精神障害者保健福祉手帳の交付の可否についての所定の審

査を行い、手帳の交付の決定をしたときは手帳を交付する。また、支| 査を行い、手帳の交付の決定をしたときは手帳を交付する。また、支

給認、定を行った場合は、受給者証を交付する。 I 給認定を行った場合は、受給者証を交付する。

なお、精神保健福祉センターが手帳の交付の適否について判定を行! なお、精神保健福祉センターが手帳の交付の適否について判定を行

う際においては、手I慢の交付については否とする場合でも、jJlj記の判| う際においては、手帳の交付については否とする場合でも、別記の判

定指針により、精神通院医療の要否について判定し、その結呆を都道| 定指針により、精神通院医療の要否について判定し、その結果を都道

府県知事に報告すること。都道府県知事は、精神保健福祉センターの| 府県知事に報告すること。都道府県知事は、精神保健福祉センタ}の

報告を受け、速やかに自立支援医療費の支給認定を行うかどうかを決| 報告を受け、速やかに自立支援医療費の支給認定を行うかどうかを決

定するよよ。 I 定する主2主主Q。

この場合、手帳の交付又は支給認定の一方又は両方を行わないこと| この場合、手帳の交付又は支給認定の一方又は両方を行わないこと

とする場合には、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領による却下通| とする場合には、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領による却下通



知書を交付する主よ。

( 3) 手帳を所持している者が自立支援医療費の支給認定の新規の申請を

行う場合

① 手帳の有効期間の満了日までの期間内を有効期間とする支給認定を

行う場合

・ 墓産主'0盤盤に該当する新規の申請を行う場合は、被保険者証等、

受診者の属する「世帯Jの所得の状況が確認できる資料等により所

得の状説及び「重度かつ継続j に関する意見書により重度かっ継続

に該当するかを確認し、精神通院医療が必要と判断されれば速やか

に受給者証を交付することができる。

重産主'0盤車置に該当しない新規の申請を行う場合は、被保険者証

等、受診者の属する「世帯Jの所得の状況が確認できる資料等によ

り所得の状況を確認し、精神通院医療が必要と判断されれば速やか

に受給者証を交付することができる。

②(略)

(4) (略)

2~3 (略)

4 精神通院医療を受ける指定自立支援医療機関については、医療に重複がな

く、やむを得ない事情がある場合、同ーの受診者に対し複数指定することを

妨げない。この場合においては、必要に応じて適切な指導を行う。

第5 (略)

知書を交付する。

(3 ) 手帳を所持している者が自立支援医療費の支給認定の新規の申請を

行う場合

① 手帳の有効期間の満了日までの期間内を有効期間とする支給認定を

行う場合

高額治療継続者に該当する新規の申請を行う場合は、被保険者証

等、受診者の属する「世帯Jの所得の状況が確認できる資料等によ

り所得の状況及び「重度かつ継続Jに関する意見書ー鑓主OA)に主

いて高額治療継続者に該当するかを確認し、精神通院医療が必要と

判断されれば速やかに受給者証を交付することができる。

直盤塗遼盤鐙登に該当しない新規の申誇を行う場合は、被保険者

証等、受診者の属する「世帯」の所得の状況が確認できる資料等に

より所得の状況を確認し、精神通院医療が必要と判断されれば速や

かに受給者証を交付することができる。

② ( 略 )

(4) (略)

2~3 (略)

4 同ーの受診者に対レ、当該受診者が精神通院医療を受ける指定自立支援医

療機関については、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合、複数

指定することを妨げない。この場合においては、必要に応じて適切な指導を

行う。

第 5 (略)

第6 診療報酬請求書の審査及び支払 |第6 診療報酬請求書の審査及び支払

都道府県知事は、法第 73条第4項の規定による診療報酬の審査及び支払に| 都道府県知事は、法第 73条第4項の規定による診療報酬の審査及び支払に

関する事務の委託について、社会保険診療報酬支払基金の茎聾長及び国民健康| 関する事務の委託について、社会保険診療報酬支払基金の整重量及び国民健康

保険団体連合会の理事長(会長)と、別途通知による契約書例及び覚書例に準| 保険団体連合会の翠亙と、別途通知による契約書例及び覚書例に準じて契約を

じて契約を締結するよ主主主主主。 I締結する。

第7 受給者証の返還 |第7 受給者証の返還

支給認定の有効期聞が満了したとき、受診者が他の都道府県に居住地を移し| 支給認定の有効期間が満了したとき、受診者が他の都道府県に居住地を移し

たとき、その他当該都道府県において法第 58条第1項の支給認定を行う理由| たとき、その他当該都道府県において法第 58条第1項の支給認定を行う理由

がなくなったときは、速やかに受給者証をその交付を受けた際の居住地を管轄| がなくなったときは、速やかに受給者証をその交付を受けた際の居住地を管轄



する市町村長を経由して都道府県知事に返還させるよ立。

第 8 (略)

別記 (賂}

別紙様式第1-1ま~4号 (略)

別紙様式第5号

i亘

申請者 殿

知 書

0000都道府県知事

0000市町村長

番 号

平成年月日

印

印

障害者の日常生活及び社会生活を総舎的に支捧十るための法律第 58条第 1項の規定に

よる自立支援医療の申請は次により認定されませんでしたので通知します。

理由

1.所得基準を上回る所得であるため

2. 自立支援医療の対象となる疾病、障害ではないため

3.その他(

教 示

この処分について不服がある場合は、この処分があったととを知った日目翌日から起算して印日以

内に0000都道府県知事・ 0000市町村長に対して異議申立てをすることができます。

この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に限

り、 0000都道府県・ 0000市町村を被告として(訴訟において都道府県・市町村を代表する者

は都道府県知事・市町村長となります。)提起することができます(なお、この処分の通知を受けた

する市町村長を経由して都道府県知事に返還させる。

第 8 (略)

別記 (略)

別紙様式第 1 号~4号 (略)

別紙様式第5号

通

申請者 殿

知 書

0000都道府県知事

0000市町村長

番 号

平 成 年 月 日

印

印

監査孟阜皐茎鐘議第58条第1項の規定による自立支援医療の申請は次により認定され

ませんでしたので通知します。

理由

1 所得基準を上回る所得であるため

2 自立支援医療の対象となる疾病、障害ではないため

3 その他(

教 示

この処のについて不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以

内に0000都道府県知事・ 0000市町村長に対して具議申立てをすることができます。

この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に限

り、 0000都道府県・ 0000市町村を被告として(訴訟において都道府県・市町村を代表する者

は都道府県知事・市町村長となります。)提起することができます(なお、この処分の通知を受けた



日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して l年を経過するとこ 日の翌日から起算して 6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して 1年を経過するとこ

の処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。また、この処分の通知を受けた日の翌 の処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。また、この処分の通却を受けた日の翌

日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立て 日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立て

に対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であれば、提起することができます(な に対する決定の送遣を受けた日の翌日から起算して6か月以内であれば、提起することができます(な

お、その具議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その お、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その

異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して 1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起す 異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して 1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起す

ることができなくなります)。 ることができなくなりますλ



平成 年 月 日 平成 年 月 日

医療機関所在地 医療機関所在地

名 称 名 称

電話番号 電話番号

医師氏名(自署または記名捺印) 医師氏名(自署または記名捺印)

(この用紙は日本工業規格A列3番を標準とする。) (この用紙は日本工業規格A列3番を標準とする。)

別紙様式第8号 (略) 別紙様式第B号 (略)


